
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

総
務
課
・
財
務
管
理
室　
☎（
56
）２
２
２
０　
　

平
成
平
成
3131・・3232
年
度
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
を
し
ま
す

年
度
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
を
し
ま
す

高
齢
者
福
祉
課　
長
寿
介
護
室　
☎（
56
）２
２
３
４

観
光
商
工
課　
商
工
交
流
室　
☎（
58
）７
０
７
７

情
報
政
策
課　
☎（
56
）２
２
３
２

（
公
財
）静
岡
県
労
働
者
福
祉
基
金
協
会

（
公
財
）静
岡
県
労
働
者
福
祉
基
金
協
会

～
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

～
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
～～

日　
時
：
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

内　
容
： 

日
常
生
活
で
起
こ
る
ト
ラ
ブ
ル
・
悩
み
・
困
っ
た
こ
と
な
ど
、

ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
心
の
悩
み
・
消
費
生
活
・
住
ま
い
・
生
き
が
い
・
介
護
・
法
律
な
ど
）

【
問
】ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
し
だ
・
は
い
ば
ら
事
務
所

　
　

 

相
談
受
付
ダ
イ
ヤ
ル　
☎
０
５
４（
646
）６
０
５
５

マ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ

マ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
inin
千
頭
駅
周
辺
を
開
催
し
ま
す

千
頭
駅
周
辺
を
開
催
し
ま
す

　
誰
で
も
編
集
・
閲
覧
が
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
地
図「
オ
ー
プ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
マ
ッ
プ（
Ｏ
Ｓ
Ｍ
）」
を
編
集
す
る
イ
ベ
ン
ト「
マ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
ー
」

を
千
頭
駅
周
辺
に
て
開
催
し
ま
す
。

　
Ｏ
Ｓ
Ｍ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
白
地
図
に
利
用
者
が
建
物
や
道
を
書
き
込

み
、さ
ら
に
細
か
い
店
舗
や
喫
煙
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
ど
の
情
報
が
登
録
で
き
る
作

成
型
の
地
図
で
、作
成
さ
れ
た
地
図
は
誰
で
も
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
あ
な
た
が
作
っ
た
地
図
が
町
内
に
お
け
る
観
光
や
防
災
な
ど
へ
役
立
ち
ま
す
。

日　
時
：
平
成
31
年
１
月
27
日（
日
）　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

会　
場
：
川
根
本
町
役
場
総
合
支
所　
千
頭
・
小
長
井
周
辺

★
詳
細
に
つ
い
て
は
、役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
情
報
政
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
】情
報
政
策
課　
☎（
56
）２
２
３
２

寝
た
き
り
等
の
方
を
対
象
に

寝
た
き
り
等
の
方
を
対
象
に

歯
科
医
師
が
お
宅
を
訪
問
し
ま
す

歯
科
医
師
が
お
宅
を
訪
問
し
ま
す

　
寝
た
き
り
等
の
た
め
歯
科
医
院
へ
の
通
院
が
困
難
な
方
の
自

宅
に
歯
科
医
師
が
訪
問
し
て
治
療
を
行
う
、
在
宅
で
の
歯
科
診

療
の
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
者

　
川
根
本
町
に
住
む
寝
た
き
り
又
は
寝
た
き
り
に
準
ず
る
者

で
、在
宅
歯
科
診
療
が
可
能
な
方

◆
申
し
込
み
方
法

　
申
込
書（
在
宅
訪
問
歯
科
診
療
申
込
書
）を
本
庁
高
齢
者
福

祉
課 

長
寿
介
護
室
ま
た
は
総
合
支
所 

窓
口
業
務
室
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い（
申
込
書
は
本
庁 

長
寿
介
護
室
と
総
合
支
所 

窓
口
業
務
室
に
あ
り
ま
す
）。

◆
診
療
者

　
榛
原
歯
科
医
師
会
の
歯
科
医
が
伺
い
ま
す
。

◆
診
療
治
療
費

　
本
人
負
担（
事
前
調
査
費
は
町
が
負
担
し
ま
す
）

◆
ご
相
談
、問
い
合
わ
せ
先

　
川
根
本
町
役
場 

高
齢
者
福
祉
課　
長
寿
介
護
室

　
☎（
56
）２
２
３
４

暮 ら し暮 ら し
なんでもなんでも
無料相談無料相談

平
成
31
・
32
年
度
一
般
競
争
（
指
名
競
争
）
入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

（�
申
請
す
る
に
は
、建
設
業
、測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
業
務
、物
品
の
製
造
・
販
売
、役
務
の
提
供
等
の
営
業
に
関
し
て

引
き
続
き
１
年
以
上
営
業
を
行
っ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

６　６　
留
意
事
項

留
意
事
項

◦ 

書
類
は
す
べ
て
Ａ
４
サ
イ
ズ
に
揃
え
、

「
申
請
書
受
付
・
連
絡
票
」
を
申
請
書
類

の
先
頭
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◦  

２
箇
所
穴
を
開
け
て
く
だ
さ
い
。（
フ
ァ

イ
ル
等
で
の
提
出
は
不
要
で
す
。）

◦  

申
請
書
の「
商
号
又
は
名
称
」に
は
必
ず

フ
リ
ガ
ナ
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◦  

必
要
書
類
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
参
考
資
料
は
不
要

で
す
。

◦  
建
設
工
事
に
お
け
る
提
出
書
類
の
う

ち
、
工
事
経
歴
書
に
は
業
種
毎
に
主
な

も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
測

量
等
に
お
け
る
測
量
等
実
績
調
書
、
技

術
者
経
歴
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

◦ 

申
請
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ

た
場
合
は
、
一
般
競
争（
指
名
競
争
）参

加
資
格
申
請
書
変
更
届
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

◦  

分
野
ご
と
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請
書
一
式
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
ひ
と
つ
の
申
請
書

で
建
設
工
事
、測
量
等
、物
品
製
造
等
の

申
請
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◦  

建
設
工
事
に
お
け
る
「
総
合
評
定
値
通

知
書
・
経
営
事
項
審
査
結
果
通
知
書
」

の
有
効
期
限
は
１
年
７
ヶ
月
で
す
。

　
申
請
書
提
出
後
で
も
、
新
た
に
経
営

事
項
審
査
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
写

し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦  

郵
送
の
場
合
で
受
付
印
が
必
要
な
方

は
、返
信
用
の
は
が
き
又
は
、封
筒
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

（
詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

１　
申
請
書
の
受
付
期
間

１　
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
31
年
１
月
15
日（
火
）か
ら
平
成
31
年
２
月
14
日（
木
）ま
で

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
、及
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

（
た
だ
し
、土
曜
・
日
曜
日
、祝
日
は
除
く
）

２　
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

２　
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

２
年
間（
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
33
年
３
月
31
日
）

３　３　
提
出
方

提
出
方
法法

持
参
ま
た
は
郵
送（
郵
送
の
場
合
は
２
月
14
日
必
着
）

４　４　
提
出
部

提
出
部
数数

１
部

５　
提　
出　
先

５　
提　
出　
先

〒
４
２
８-

０
３
１
３　
静
岡
県
榛
原
郡
川
根
本
町
上
長
尾
６
２
７
番
地

川
根
本
町
役
場　
総
務
課　
財
務
管
理
室

☎
０
５
４
７（
56
）２
２
２
０

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1415


